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品はその他のタイプの偽造品の「セイフティ
クリティカル（安全性の維持・確保）」とは
別個に考えるべきである、という仮説からス
タートしているが、ファッション、消費およ
び文化をめぐる広範囲にわたる議論の文脈の
中で偽造品を解釈することをその目的として
いる。そして現在のファッションの偽造品に
ついての考え方の基礎となっている仮説が問
題をはらんでいる、という。たとえば、偽造
ファッション製品に対する消費者の態度を変
える意図をもって問題にアプローチする反偽
造品政策がその典型である。それは、消費者
需要が市場供給を減少させるという推論の上
に仮説が構築されている。これは経済理論の
議論ばかりでなく、消費、文化およびファッ
ションをめぐるより包括的な問題をも無視し
ている、といえる。
　彼女は調査結果をもとに現状を分析してい
る。というのも、このアプローチがその他の
偽造品の形態とは別個のファッションの偽造
品を考えるために極めて重要である,と考え
ているからである。ファッションの偽造品は、
ファッション、消費および文化についてのよ
り広い議論から理解されねばならない。さら

１．はじめに

　2004年の国際知的財産戦略の導入は「偽造
品対策」に対する資源の増大の必要性への関
心の増大を反映している１）。このような強化
活動の増大と並んで、偽造品減少における消
費者の役割の重要性もまた重視されている。
　近年において偽造品問題はかなり増加して
きており、全世界の貿易の５％以上を偽造品
市場が占めていると推計されている２）。偽造
品は、もはや家内工業ではなく組織犯罪、経
済的犯罪やテロリズムの別の形態ですらある、
と見るものもいる。偽造品はビジネスにとっ
て有害であるとみられているが、国家経済や
社会全般にとっても有害である、といえる。
しかしながら、偽造品は次第に重大な犯罪問
題として多くの人々によって認識されてはい
るけれども、アカデミックな社会学や犯罪学
においては相対的に等閑視されている研究領
域のままである、とすらいわれている。本稿
で採り上げるジョアンナ（Joanna Large）の
所説はファッション製品の偽造品を採り挙げ
ている３）。
　ジョアンナの所説は、ファッションの偽造

ファッション偽造品の消費
─ その根本に潜むもの ─
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いる。さらに定義は「贅沢品」には限定され
ない。いうもまでもなく、贅沢品は偽造が蔓
延っている最も広告されている部門の一つで
あり、偽造されている主要な商品として考え
られるが、消費者や監督官庁は「贅沢」につ
いて独自の異なった定義をもっている、とい
う問題が存在する。さらに、これまでの経験
的研究によれば、スポーツウェアやブランド
商品も偽造産業の大部分を形成している、と
考えられる７）。
　詐欺に関連した概念も偽造品についての議
論にとってカギになる。たとえば、トレード
マークの刑事訴追は部分的には消費者が偽物
品と本物商品を混同しているあるいは混同し
た、という主張に基づいている。しかし、あ
る研究によれば、多くの人々が偽造品と知り
ながら購入している、という。イギリスにお
ける「治安維持」強制活動の実行の増加とな
らんで、国際知的財産犯罪戦略（NIPCS, 

2004）の導入に続いて、偽造品に取り組むた
めに消費者の指導も行われている。このアプ
ローチは偽造品を購入する危険について消費
者を教育することを目指している。もしも消
費者が偽造品の有害さについて教育されたら、
知りながら偽造品を購入することをやめるよ
うになるだろう、という仮説に基づいている。
つまり、需要の減少は供給の減少を意味する。
消費者の役割の重要性はイギリスの知的財産
犯罪報告書（Intellectual Property Crime Group 

2007）で強調されている。その中で、NIPCS

は偽造品を取り扱うという結果を改善するた
めに動き始めているが,克服すべき最大の
ハードルは一般大衆を教育することである、
と述べている。
　消費者教育という考え方は、消費者の行動
を変革するという究極の目的を伴っているが、

に、ファッション政策についての知識の基礎
となっている仮説が問題を孕んでいる、とい
う。特に反偽造品政策がこの問題に対して偽
造ファッション商品に対する消費者の態度を
変えようという意図でアプローチしているか
らである４）。

２．偽造品の定義

　「有害」である、ということが偽造品のもっ
ている大きな問題である。これは「セイフティ
クリティカル」な偽造品と名づけられてきた
いくつかの偽造品の著名な製品によって特に
あきらかである。たとえば、「toxic」歯磨き
のような商品や欠陥自動車部品は、その潜在
的危険性のために重大である５）。偽造品の市
場参入は消費者と合法企業の双方を荒廃させ
ることになる。それゆえに、潜在的なベネ
フィットを補って余りある危険、公的な法執
行機関による偽造品に対する関心の正当化な
ど偽造品と結びつく有害さを立証する証拠は
問題を正しい方向に進めてゆくように思われ
る。
　しかしながら、反偽造品についての議論は

「セイフティクリティカル」な偽造品と「ノ
ンセイフティクリティカル」な偽造品を区別
しておらず、単にあらゆるタイプの偽造品に
対する有害な影響について議論しているだけ
である。ジョアンナの議論の出発点は、この
命題が問題を孕んでいるというところにある。
ノンセイフティクリティカルな偽造品が、た
とえばファッションの偽造品というように独
立的に吟味される場合には、明確な公共利害
の議論は必ずしも存在しない６）。
　ここでの焦点は偽造品ファッション、特に
衣服やアクセサリーという一つのアイテムで
あり、商標のついている商品にのみ関連して



― 51 ―

ファッション偽造品の消費

ある。
　ファッション商品の偽造品にかかわる研究
は諸分野にわたって広がっているので、文献
レビューも広範囲にわたる。偽造品に関する
研究や特に偽造品に対する消費者需要につい
ては、大部分がマーケティングやブランドマ
ネジメントの視点から行われて云うるが、同
様に、ファッション、消費者および文化につ
いてのより一般的な考え方も利用することが
できる。
　消費者需要についての経済理論は、需要と
供給の考え方に基づく合理的選択理論から移
行し、新しい消費者行動として知られる研究
に長い時間をかけて発展してきた。アメリカ
の制度派経済学の創始者として位置づけられ
るソースタイン・ヴェブレン（1857-1929）は、
その著『有閑階級の理論』の中で消費財が社
会的地位、すなわち金銭的地位を表現するた
めに使われる、と主張した。ヴェブレンは、
特に衣服の「衒示的消費」―高価な商品を所
有していることを見せびらかす重要性―を主
張した。ライベンシュタイン（1950）は、諸
個人がその効用価値を超えて商品を消費する
理由を消費者需要の類型を与える、という見
解を展開した10）。すなわち以下の３つである。
・バンドワゴン効果（商品に対する需要は増

加する。というのも他人がそれを消費して
いるから―順応に対する欲求）

・スノッブ効果（商品に対する需要は増加す
る。というのも、他人がそれを商品してい
るから―排他性に対する欲求）

・ヴェブレン効果（需要は増加する。という
のも、その商品が高価だから）

　また、ボードリヤール11）は伝統的な消費に
ついての見方の多くを拒絶し、消費財の象徴
的な意味は現実的な商品それ自体の目的より

問題がないわけではない。反偽造品議論の基
礎となっている根拠についての関心を考えて
みると、消費者は、すべて肯定的であり、こ
れらの議論に十分に満足しているのであろう
か。また、客観的な立場からファッションの
偽造品の危険性とは何か。消費者教育という
手段を通じて消費者の行動を変えることが可
能であると仮定するほど本当にこの領域にお
ける消費者の認知について十分に知っている
のであろうか。さらに、そのようなアプロー
チは消費およびファッションについての広範
囲にわたる包括的な見方をとっているのか。
さらに非犯罪的関係者の役割を強調する刑事
司法施行政策（criminal justice enforcement 

policy）のもっている影響についてもジョア
ンナは問題を提起している８）。
　それゆえに偽造品を考える場合には基本と
なっている仮説や証拠を批判的に吟味するこ
とが必要である。というのも、これが反偽造
品運動の基礎を形成しているからであり、さ
らにファッションの偽造品は独特の複雑さを
持っているから重要である。偽造品に関する
文献に対する批判的なアプローチはリスクと
有害さの概念をめぐる議論を取入れる必要が
ある。さらに消費、文化およびファッション
についての体系的な知識を利用するためには、
より広い理論的枠組みが必要である９）。

３．文献レビュー

　ジョアンナは、すでに述べたように、ファッ
ションの偽造品に関連したいくつかの問題を
考えるためのより広い理論的枠組みの中に位
置づけられるべきである、と考えている。そ
うしないと、なぜ人々がファッション商品を
購入するのか、あるいはしないのかという根
本的で本質的な点を見逃す恐れがあるからで
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デザイナーズ・ブランドは若者によって途方
もない価値を与えられている。というのも、
彼らはアイデンティティの意味を創造するさ
いに消費財を識別するからである。社会的地
位の手段としてのファッション品の重要性は、
その他の集団に対してよりもむしろひとつの
社会的集団内での手段として重要性をもって
いる。
　またアーチャーらは若者に対するスポーツ
ウェア品の役割は集団的に分類されたアイデ
ンティティである、という観点から、それが
ブランド品ファッションの演じている社会的
価値を強調している、という。彼らの研究は、
若者にとって、その外見を創造することは彼
らが非常に精力を注いでいるアイデンティ
ティ形成の方向であった、ということである。
さらに、正式なブランド品を消費することの
重要性は、そのブランドによって強調されて
いる。そして相応しい象徴的な商品を購入す
ることができない人々は、価値がなく、放浪
者とラベルをつけられ軽んじられる。そして、
しばしば痛めつけられ、嘲られ、社会的に追
放された、とのべている15）。

４．調査方法論および調査の結果

　次に調査の方法について述べることにしよ
う。ジョアンナのプロジェクトとは、偽造に
ついての知識を下支えしている仮説を批判的
に調べ、偽造に関する知識を現存する文化的、
法的、社会的ならびに経済的概念化によって
解体することにある。複合的な研究方法をめ
ぐる議論を考える重要な知識体系が存在して
いる。このプロジェクトは、異なった方法が
社会的真実の異なった階層を探求することが
でき、すぐれた洞察をももたらす、という考
え方にもとづいている16）。

もむしろそれが消費される理由にある、と主
張した。その他の社会学者同様にボードリ
ヤールの議論は階級格差と意味を伝達するも
のとしての消費財の役割に焦点を合わせてい
る。それゆえに、ブランド品の消費は社会に
意味をつけ加えている。つまり社会的地位は
消費を通じて目に見えるものとなる。
　さらに、ジンメルの影響力のある「トリッ
クルダウン理論」は最新のファッションによ
り差別化する上層階級が導き、下層階級が従
うという階級に基づくプロセスとしてファッ
ションを捉えている12）が、このアプローチは
ファッション理論では重要なものである。し
かしボードリヤールはファッションにおいて
はデザイナーがその価値を創造する力を持っ
ている、という重要性を知っていた。ファッ
ションは外見でコミュニケーションするため
のものであるが、より大きな構造プロセスの
一部である、ということがしばしばいわれて
いるが、スウィートマンのような現代の分析
者は異なる意見をもっている。そのファッ
ションについての理解は共同体の形態の一部
として、また、いかに仲間意識が「小規模な
社会集団」を通じてつくり出されるのかにつ
いてのマフェゾーリによる研究のネオ・トラ
イバリズムの概念から引きだされている、と
ジョアンナは捉えている13）。
　著名な文化的犯罪学者であるヘイワードは、
人々が物的商品を消費するさいに常に十分に
満たされない感覚は文化的に望ましいものか
ら基本的に予期されるもの、すなわち基本的
に正しいものへ移行してゆくと主張した14）。
さらには、ブランド品の消費は社会的ならび
に経済的に恵まれない若者が自己のアイデン
ティティを表現するための本質的な機会を与
える、と主張している。だからブランド名や
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めの背景をつくりだすためである。いかにこ
れらの問題がデータの質に影響を与えるかを
知ることは重要である。データ分析は全体と
しての一般化あるいは統計的な代表性を作り
出すことを目的としていない。特に、このこ
とはいかなる統計的推論あるいは受容性も与
えられていない、ということを意味する。
　厳密な意味でオンライン調査は、オンライ
ン人口にのみアクセスするという意味で限定
されている。しかしバイアスを減少させるた
めに様々なタイプのインターネットユーザー
にアクセスしようとした。この調査はSNSや
ファッションフォーラムで公表された。そし
て、スノーボールサンプリングという手法を
使用した。回答者は調査のメールを自分の知
り合いに送るかどうか尋ねられた。また、そ
の他の手法も使われた。調査に関連したプロ
ジェクトについての記事が学生新聞に掲載さ
れた。かなりの範囲に流通させる手法が使わ
れたにも関わらず、また大学を通じて学生で
はない人々にアクセスする特別な試みが行わ
れさえしたが、大部分の学生が調査に参加し
た。
　あらゆるタイプの調査と同様に、オンライ
ン調査は無反応の問題を避けることができな
い。そのような問題に挑戦し最小化するため
の手順が行われたけれども、招待状はうまく
届かなかったり、スパムと解釈されたりした。
たとえ潜在的な回答者が招待状を見ても、調
査のためのリンクを開こうとしなかったり、
回答を完結しなかったりする場合もあった18）。
　調査結果について具体的に見てゆくことに
しよう。この調査の主要な分析は統計分析ソ
フト（SPSS）を使っておこなわれた。調査
の結果はイギリスの573サンプルに基づいて
いる（Table-1参照）。

　このプロジェクトは多元的な方法というア
プローチを採っているが、それは次の３つで
ある。第一にオンライン調査（自記入式調査
票）は、質的な枠組み作り、インタビューを
受ける人を特定するために人々の見方や消費
習慣に対するインサイトを展開するために用
いられた。第二に反構造的面接法が調査に
よって識別された問題および逃すかもしれな
いものを採りあげるために用いられた。第三
にフォーカスグループインタビューが全体的
な調査で発見したものを明らかにするために
計画された。
　偽造品の消費者と非偽造品の消費者につい
てはほとんど知られていないので、このプロ
ジェクトは比較的大きな消費者の範囲からの
見解の領域を追求しようとした。このことは
大規模なサンプルがサンプリングにバイアス
問題があるが、後で実行される質的な研究に
おいてより深く研究されうる、ということを
主張するわけでは決していない。プロジェク
トの目的にとって重要だが、オンライン調査
は困難さを孕んでいる。そこには二つの大き
な問題がある。オンライン調査の性質と調査
票に使われる方法論の問題である。質問票は
伝統的にデータの普遍性、信頼性および代表
性に依存してきた。サンプル数の身元確認の
欠如は、構造化されたサンプル枠組みの信頼
性が現実的ではない、ということを意味する17）。
　この調査はサンプリングフレームが入手で
きないあるいはその数値が非常に広範囲に広
がっていてクラスターサンプリングが非効率
である場合には相応しい、という命題に基づ
いている。この手法の目的は、測定可能な代
表性のある結果を発見することとは反対に、
実地調査をおこなうため、最初のデータはフ
レームワークを、そしてのちの質的研究のた
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3参照）
　調査結果についていえば、それは主要な３
つのテーマに分類することができる。（ⅰ）
誰が偽造ファッション商品を購入するのか、

（ⅱ）なぜ人々は購入するのかあるいは、購
入しないのか、（ⅲ）どのようにしてファッ
ション偽造品は犯罪という観点から理解され
るのか、ということである。
　ところで、なぜ人々は、偽造ファッション
商品を購入するのであろうか。調査対象者の
おおよそ50％が偽造ファッション商品を購入
したことがあった。年齢、性別および就業状
態あるいは月間支出にはいかなる差異もほと
んどない（table 4 参照）。
　誰が偽造ファッション商品を購入したかに
ついて現存する研究は様々な結果を生んでい
る。トムら研究によれば、調査対象者の39％
が知っていて偽造品を購入していたし、その
ほとんどが30歳以下であった。しかしながら
現在の研究は、一般的な推定にもかかわらず、
偽造品を購入する人々としない人々との間に
デモグラフィック的な差異はほとんど存在し
ないという研究結果に基づいているように思
われる19）。
　もちろん、偽造品を購入した誰もが、その
時にそれが偽造品であることを知っていて購
入したわけではない、ということに特に言及
することは重要である。それゆえに、その研
究は、その時購入した人々が偽造品と知って
いたかどうかを区別するために質問している。
知っていて偽造品を苦入入した（77％）、偽
造品と知らずに購入した（５％）。あるいは
その時は不確かであった（18％）。
　しかしながら、なかには偽造品を購入した
とは購入後も全く気づかない人々もいる。こ
のことが反偽造品議論における詐欺行為の重

　サンプルのおおよそ三分の二は女性である。
回答者は18から62歳までであるが、サンプル
の半分以上は18から24歳である（58％）。そ
の他、サンプルは主として白人89％で、エス
ニックグループの比較はここでは議論されて
いない（Table 2参照）。
　調査の分布の性質は、イギリスに非在住者
が答えることは可能だが、予期されていた、
ということを意味する。また郵便番号や国別
コードを尋ねることで、分析に適合している
か排除された。
 　職業や個人所得あるいは世帯所得の水準
については尋ねないことになっていたが、回
答者はファッション商品に月平均どれくらい
支出するか選択することを求められた（Table 

Table 1. Respondents by employment status

Status % Status % Status %
Student 
full-time

52.0 Student 
part-time

3.4 Parent/carer 
full-time

0.6

Employed 
full-time

29.0 Unemployed 1.5 Other 0.2

Employed 
part-time

12.3 Self-employed 0.8 Voluntary 
sector

0.2

(N=573)

Table 2. Respondents by ethnicity

Ethnicity % Ethnicity % Ethnicity %

White 89.0 Asian/Asian 
British

3.0 Chinese 1.8

Mixed 3.2 Black/ Black 
British

1.9 Other Ethnic 
Group

1.1

(N=566)

Table 3. Respondents by average spend 
per month on fashion goods

Average spend per month on fashion goods %
Nothing
£1-£50
£50-£100
£100-£200
£200-£300
£300-£500
£500+

5.1
47.7
31.1
12.5
2.6
0.5
0.5

(N=570)
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カップルは、しばしば数百ポンドで販売され
ている特にいくつかの高級な偽造品は全く安
くなく、偽造品は現実的でない、と指摘して
いる。
　偽造品のファッション品を購入する第二の
最も一般的な理由は「海外に行った時」であ
る（29％）。それは単に学生のサンプルの大
きさの反映ではないことを示唆している。
レッド・ベリーリサーチは、イギリスの自宅
にいるときに偽造品を購入することが人々に
とってより一般的になりつつあることを明ら
かにした21）。しかしながら、これをさらにイ
ンタビューで探った場合、ある偽造品の購入

要性を強化している20）。
　それでは、なぜ人々はファッション偽造品
を購入するのか、あるいは購入しないのか。
偽造品を購入する一番の理由は「それが安い」
からである（32％）。このことは年齢や職業
地位で分類した考えた場合でも変わらない。
多くの人々が偽造品を購入するのは、低価格
という点である、という一般的な仮定どおり
である。しかしながら、すべての人が偽造品
を本質的に「安い」ということと結びつけて
考えているわけでなく、しばしば本物よりも
安いという意味での安さである、ということ
がインタビューで明らかになった。一組の

Table 4. Previously bought counterfeit: Demographic breakdown

Age
Yes (%) No (%) Total Count

24 and Under 52 48 332
25 and Over 48 52 233

N=565

Sex
Yes (%) No (%) Total Count

Male 53 47 169
Female 49 51 398

N=567

Employment status
Yes (%) No (%) Total Count

Student Full Time 53 47 334
Student Part Time 64 36 22
Full Time Employed 46 54 187
Part Time Employed 47 53 78
Unemployed 40 60 10

N=573*

Average monthly spend on fashion
Yes (%) No (%) Total Count

£0 34 66 29
£1-£50 50 50 272
£50-£100 54 46 173
£100-£200 49 51 71
£200-£300 50 50 14

N=559
Note; * Respondents were able to select more than one employment status.
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と特定のブランド品の間の関係は、なぜ人々
がこれらのタイプの衣服を選ばないのかとい
う強力な理由として明らかになる22）。
　この調査が検討している主要な問題のひと
つは、どのようにしてファッションの偽造品
が犯罪という観点から認識されるのか、があ
る。情報は以下のような観点から集められた。

（ⅰ）回答者が偽造品を犯罪と結びつけて認
識しているのか（ⅱ）最も広い意味で、誰が
偽造品「取締り」に対して責任を採るべきか、
そして（ⅲ）偽造品の法的立場との問題。実
際、反偽造品アプローチの大部分は、いかに
偽造品が犯罪的行動に結びついているか、ま
たさらに、いかに偽造品がその他の犯罪の温
床になっているか、という点に焦点を合わせ
ている。
　回答者は態度を測定され、どのように評価
するか求められた。偽造ファッション品が犯
罪問題であるか、という問いに対する反応に
おいて、偽造品購入者と反偽造品購入者の態
度においていかなる実質的な差異は存在しな
いが、いくらかの違いは態度に関して生ずる。
それはデモグラフィック変数についての厳密
な分析が考慮された場合であるが、いかなる
首尾一貫したパターンも生じない。それゆえ
に、これは、偽造品を購入した消費者と購入
しない消費者の間には態度の違いが存在する、
ということを見出したトムたちの研究（1998）
とはことなった結果となった。偽造品を決し
て購入しないひとびとは偽造品に足して決し
て好意的な態度をもっていない。しかしなが
ら、態度はかならずしも行動には反映される
とは限らない23）。
　第二の意見は偽造ファッション品を販売す
ることから得られるお金はその他の犯罪の資
金となる。偽造品購買者および反偽造品の購

者は、海外にいるときには偽造品を購入する
とは思いもよらない、と考えていることが分
かった。ある回答者は、偽造品を購入するこ
とは、ある意味で犯罪であると考えているに
もかかわらず、本国以外にいるときにはそう
することが問題ないと考えている、と説明し
ている。
　ファッション偽造品を購入しないと主張す
る人々の主要な理由は「ブランドファッショ
ン品に興味がない」（33％）や「本物のファッ
ション商品を買いたい」（24％）。これはより
広い文脈からファッション偽造品を見ること
の重要性を強調している。単に「偽造品を購
入することは決してない」と主張している人
もいる（15％）。
　興味深いことに、以前にファッション偽造
品を購入したことのある人々へのインタ
ビューにおいて、ファッション偽造品を購入
することは、それは年齢、特に「若いこと」
と結びついている。人々が年を取ることによ
る偽造品の消費の変化は全面的な購買習慣に
おける変化を反映している。つまり年をとる
とブランドファッションを身に着けたり、購
入したりしないし、それ故に、通常の消費パ
ターンにおいて偽造品に対する必要なかった
り、購入する必要がなくなる。それは特にデ
ザイナーブランドやスポーツブランドのよう
な特定のファッション品の社会的容認の変化
とともに変化していることに関連している。
　回答者の中には、特定のブランドを避ける
こと、あるいは時々なんらかの明らかなブラ
ンド品をさけることで、特定のステレオタイ
プ的な社会集団と関連づけられることから積
極的に距離をおこうとする者もいる。スポー
ツアパレルを主として着るマイナーなしばし
ば手におえない行動をするチャブ（Chavs）
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先事項である、ということに同意しなかった。
このことはより綿密な吟味が異なったデモグ
ラフィック特性を持つ人々に行われた場合に
も当てはまる。他方、あらゆるデモグラフィッ
ク特性にまたがる偽造品の購入者は、ブラン
ド所有者が偽造品に対する責任を採るべきだ

（45％）、と考えているのに対して、非購入者
は全体の34％が不同意で、35％は同意すると
いう反応を示した。この反応は、年齢、性別、
職業および月収の違いによっても見ることが
できた25）。
　調査結果は、多くの回答者が偽造品を本当
の犯罪と見ているわけではなく、それゆえに、
そのような重要ではない問題に公的資源を浪
費すべきではない、という考え方を反映して
いる。しかしながら、このインタビューを受
けた人へのさらなる議論において、回答者の
中には、消費者保護の観点から取引標準に対
する役割についてのものも多くあるが、一般
的に、たとえば、取引標準に基づいて調査を
行ない、証拠を集め、警官が実際の逮捕を行
なうことを手助けする以上の何んらかを役割
を演じることに警察に対するためらいがまだ
あり、せいぜい維持する役割で十分であるこ
とを示唆しているものもいる。たとえば、
　「警察には、もう一つの優先事項がある。
それは取引標準責任である。というのも、偽
造品は劣った品質だからである（決して偽造
品を買ったことがない　32歳の女性）」
　インタビューを受けた人が、もしも偽造品
がその他の犯罪の温床と決定的に結びついて
いることがわかった場合に、警察および偽造
品に対する優先事項の役割についての見解が
変わるかどうか尋ねられた場合、回答者は警
察が職務を果たすべきという考え方に次第に
傾いていった。しかし、大部分の場合には、

買者の双方にとって、一般的に多くの不確実
性が存在している。偽造品の購買者の33％、
非偽造品の購買者の30％が「わからない」と
答えている。興味深いことに、多くの人々が
調査の自由記入やインタビューで、この問題
についての意見を述べている。たとえば、一
人の回答者は次のように言っている。
　「私は個人的には、偽造ファッション品を
販売することでお金を儲けることはアンフェ
アーで犯罪である、と思っています。全く同
じ考え方がファッション品にもあてはまると
思います。（以前偽造品を購入した21歳の男
性）」
　この問題は、いかに論争好きの多くの人々
が偽造品と犯罪との間の関連を見つけたのか
を際立たせている。多くの人々は、あるレベ
ルにおいて、偽造品の違法な性質のために偽
造品の本質が犯罪との関係が不可避である、
ということを信じている一方で、多くに人は
偽造品がその他の重要で組織的な犯罪の温床
となっている、という議論には確信がもてな
い。事実、偽造品が実際微妙な問題であり、
全面的に犯罪として見るべきではないもので
ある、と強く感じているものも存在する。
　「正直にいうと、イギリスにおける本当の
犯罪、たとえばドラッグ、売春などのレベル
を考えると、私は偽造品についてはどうでも
いい！失礼ないい方でごめんなさい。でも、
これが私の本当の意見なの（偽造品を買った
ことがない18歳の女性）」24）

　それでは、誰が「偽造品取締り」の責任を
とるべきであろうか。回答者は偽造品を取り
扱うことに対する責任をだれがとるべきと考
えているか質問された。偽造品の購入者

（41％）と非購入者（39％）の双方が、政策
や取引基準がファッション偽造品のための優
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妨げる、という。しかしながら、この議論で
は経済的基礎にもとづいた問題を孕んでいる
だけでなく、偽造品を購入することは違法で
あるとおもっているが、いまだに購入し続け
ている現在の多くの人々が、そうしないため
のいかなる理由も見つけることができない26）。
　この調査は回答者がこの問題についての二
つの意見を評価するかどうか尋ねている。つ
まり「偽造のファッション品を買うことは違
法である」と「偽造ファッション品を購入す
ることを違法である、とすべきである」。偽
造品の法的な立場に関しては、偽造品購入者
の29％、非購入者の35％が「確かではない」
という不確実性が存在している。実施、偽造
品の購入者と偽造品の非購入者の双方に共通
する第二の最も一般的な回答は、偽造品を購
入することは違法であることに同意している

（それぞれ29％と31％である）。偽造品を購入
することが違法であるべきかどうかという点
に関して、過去に偽造品を購入した人々と購
入しなかった人々の間の態度にはわずかな違
いしかない。つまり、過去に購入したことが
ない人の39％、購入した人の43％は不同意で
ある。さらに、反偽造品購入学生を除いたデ
モグラフィックのブレイクダウンを考えた場
合に、このパターンは残っている。さらに、
この問題は回答者からいくつかの強烈な反応
を引きおこした。たとえば、
　「偽造品は現実的問題である。しかし、責
任を消費者に押しつけるべきではない。消費
者を犯罪者とすることによる偽造品の取り扱
いは有効ではなく、非生産的である（以前、
偽造品を購入したことのある　29歳の女性）」
　「偽造ファッション品を購入することを違
法とすべきと思っているわけではないが、そ
れは警察にとってはとても難しい。そして多

ものの偽造品という側面に焦点を当てた警察
の資源の浪費にはやはり反対であった。この
ことは、回答者の大部分にとって、犯罪との
関連をいまだに信じていない、という事実に
逆戻りしている。そして、それゆえに、この
ような考え方は、偽造品の取り扱いにおいて
使われるべき公的資源への何らかの必要を妨
害している。けれども、回答者の多くは、こ
れらの問題は規制の欠如のため偽造品産業に
おいて悪化しやすくなっている、ということ
知っている。合法的な産業の役割についての
責任は、大部分のインタビューの回答者が特
に安全な労働慣行と商品の価格を上昇させる
ファッションブランドの役割に関連して強く
感じている種類のものである。この意味で、
ヒルトンたちは倫理的視点からファッション
産業についての考察において責任に関する議
論に興味深いインサイトをつけ加えている。
ファッション産業内ではコピーは固有で大目
に見られているということを認めながらも、
彼らは、それゆえに、この産業が偽造品問題
に何らかの責任を負わねばならない、と主張
している。
　最後に法的な諸問題に触れることにしよう。
回答者たちは現在イギリスで偽造ファッショ
ン品購入することが違法かどうか、また、そ
うすべきかどうかを尋ねられた。これらの質
問はイタリアを含むいくつかの国で法律が変
更され、違法であるとされたためである。さ
らにイギリスにおいては反偽造品のサポー
ターからのプレッシャーがある。彼らは、た
とえ非強制的な法律でさえも、人々が偽造品
を購入することを止めさせるための適切な妨
害物として働き、それゆえに、供給する必要
を減少させる、という。ミラーも犯罪である
という確信の恐怖が消費者を偽造品の購入を
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にしている。この分析は、デモグラフィック
を分類し、検討した場合ある種の変化を強調
することができるが、いかなる一貫したパ
ターンも与えない。質的研究はこの問題を探
求し、特になぜ偽造品を重大な犯罪と見做す
ことにためらいがしばしば見られるのか、と
いう理由を探求するために役立つ。この問題
の一層の複雑さは、特に公的資源の浪費に関
して考える場合に生じてくる。
　興味深いことは偽造品に関する消費者の関
心が、どのように倫理的な取引問題に関連し
ているのか、また、これが犯罪と結びつくの
かということである。しかしながら、この問
題が反偽造品改善策を展開するポイントとな
る。それは、なぜ消費者が偽造品を購入して
はならないのかという理由として、偽造品に
ついての倫理的な関心を強調する。回答者は、
単に偽造品に関してだけでなく、ファッショ
ン産業全般に関しても倫理的な問題に関心を
持っていることを示している。これは、偽造
品を下支えする複雑さや消費者行動の変化に
依存する反偽造品政策実施の直面する困難さ
を目立たせている。
　ジョアンナの研究は特に偽造品を消費する
ことが違法であると既に思っているが、消費
し続けている人々全体を考える場合に、偽造
品購入を犯罪と見做すことでひとびとの偽造
品の購入を思いとどまらせる、という単純化
した考え方は問題を孕んでいることをあきら
かにしている。
　全般的にいえば、予備的データ分析は多く
の問題や限界を孕んでいるが、それは、この
プロジェクトが進むにつれてさらに探求され
ることになろう。いくつかの初期の指標を提
示しているにもかかわらず、より広い社会的
ならびに文化的文脈でファッション偽造品を

くの人々はいかなる道徳的に咎められるべき
こともないのに有罪とされるのか。それは大
部分の刑事司法制度（criminal justice system）
にも関わらず残っている。私は、偽造品販売
は違法とすべきであると思っている（19歳男
性。今まで偽造品を購入したことがない）。」
　これらについて、コードウェルらは次のよ
うに述べている。消費者は「偽造品取引の連
鎖に最終的に参加しているために、違法な活
動を下支えしている。回答者の97％は偽造品
を販売することが違法行為であることに気づ
いているにもかかわらず、彼ら自身その取引
におけるその役割にいかなる責任もとってい
ない。」27）

５．ファッション偽造品についてのジョ
アンナの結論

　ジョアンナのプロジェクトについて、まず
指摘すべきことは、このプロジェクトが未だ
に進行中である、ということである。したがっ
て本稿で採り上げた内容は、まだ初期の結果
について述べられているのに過ぎない。いわ
ば一定の目安に過ぎない、ということである。
しかし、そうはいっても、この調査の分析結
果は興味深いテーマと問題を採り挙げている。
　特に社会的デモグラフィックスを検討して
みると、ファッション偽造品を購入する人に
ついてのいかなる明確な定義も存在しないこ
とがわかる。消費者をタイプ分けし、人々の
消費習慣や選好を考察することはファッショ
ン偽造品を理解する上の有効である、という
ことを示している。
　量的分析は、偽造品購入者と非購入者とを
比較した場合に、偽造品を重大な犯罪問題と
して見るべきかどうかという問題に対して消
費者の態度には殆ど違いがないことを明らか
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いう見栄という同期が存在する点にまで触れ
るべきであり、それは衒示的閑暇ともに、衒
示的浪費の原理に包含される衒示的消費との
関連が取り上げられていない点を挙げること
ができる29）。
　このような問題点をもっているが、情報化
の進展とともにグローバルが進んでいる現在、
偽造品の問題はファッション製品に限らず大
きな関心を集めている問題であり、その意味
では、ジョアンナの所説は優れて現実的であ
り、価値のあるものである、という点は評価
しなければなるまい。

注
１）例えば、平成25年版『犯罪白書』の第７編第２

章第２節１「国際的・越境的な側面のある犯罪の

動向」のエ．知的財産権侵害事犯によると「経済

のグローバル化やインターネットを通じた売買方

法等の普及に伴い、海外で製造されたいわゆる偽

ブランド品等が国内に輸入されて広く流通するな

ど、商標権、著作権等の知的財産権侵害事犯につ

いても、国境を越えた事犯が横行している。いわ

ゆる偽ブランド事犯等の商標法違反については、

最近５年間では、検挙事件数は200件台、検挙人

員は300人台から400人台で推移している。平成24

年に押収された偽ブランド品は約11万7,000点に

上り、そのうち６割以上が中国（台湾及び香港等

を除く。）を仕出地とし、また、６割以上がインター

ネットを利用した販売形態によるものであった。

いわゆる海賊版事犯等の著作権法違反の検挙事件

数は、最近５年間では100件台で推移しながら微

増傾向にある（警察庁生活安全局の資料による。）」

また、わが国も知的財産の国際標準化への戦略的

な取組みが重要な課題として位置づけられている。

この点については、たとえば、千葉康雅「我が国

の知財戦略と国際標準」特許研究、PATENT 

STUDIES, No.44, 2007/9, 65 ～ 71頁および「国際

知財戦略」特許庁、2011年７月などを参照された

吟味する必要性を促しているし、たしかに偽
造品「問題」を減少させるために消費者の態
度や行動を変えることを求める反偽造品政策
によって取られたアプローチの問題も吟味す
る必要を促している。

６．ジョアンナの所説の検討と課題

　以上がジョアンナな所説の骨子である。み
られるように、まず偽造品の問題点として、
その有害さを指摘し、特にファション製品に
おける偽造品に焦点を絞り、法的な問題、消
費者教育、文献レビュー、そしてマーケティ
ングリサーチに基づく消費者の偽造品に対す
る考え方を調査結果をもとにまとめている。
　ここでは二つの問題点を指摘しておきたい。
まず、ファッションにおける理論的な考察に
おいて、ヴェブレン、ボードリヤールおよび
ジンメルに言及しているが。ヴェブレンにつ
いてはライベンシュタインの「ヴェブレン効
果」にのみ言及し、ヴェブレンがファッショ
ンに論じている原典を挙げていないし28）、ラ
イベンシュタインのヴェブレン解釈について
は本稿の脚注の（10）で言及した問題がある。
また「トリックルダウン理論」についても、
ヴェブレンが『有閑階級の理論』で展開し、
その嚆矢であるにもかかわらず、ジンメルを
もって創始者としている点も問題がある。
　次に、ファッションブランドにおける偽造
品購入の消費者の動機について全く言及して
ないし、調査においても触れられていない。
ブランド商品を消費者が購入するのは、ヴェ
ブレンが指摘したように、信頼性、品質など
だけでなく、それが高価であり、社会的に認
知されるし、そのような商品を購入できる金
銭支払い能力の証明であり、他人から認知さ
れることによる優越感を所有者に与える、と
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